
№ 項目 改定案（運営協議会開催時点） 委員からの意見の内容 県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

3 （追加） （記載なし）

【戸渡委員】

■在宅医療、訪問看護に関する記載が

ない。高齢化が進むにしたがって、在

宅医療・訪問看護提供体制も重要にな

ると思われるため、第５章又は第７章

に記載してはどうか。

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

■委員御指摘のとおり、在宅医療・訪

問看護に関する取組は重要と考える。

■国ガイドラインにおいて、関連計画

との整合をとることとされており、現

在策定中の第４期熊本県における医療

費の見通しに関する計画においても、

「在宅医療及び介護サービスの連携と

充実」の項目があるため、同計画の内

容を追記。

３　在宅医療及び介護サービスの連携と充実

　前記１及び２に加え、県は、在宅医療サービス

の充実を図るため、在宅医療サポートセンターと

連携し、訪問診療等の実施機関の増加を図るとと

もに、在宅医療に求められる４つの機能（「入退

院支援」「日常の療養支援」「急変時対応」「看

取り」）の更なる充実に取り組みます。

　訪問看護総合支援センターや在宅歯科医療連携

室と連携し、訪問看護サービス、在宅歯科診療等

の提供体制整備を進めます。

　地域ごとに市町村や地域医師会等と連携し、切

れ目のない医療と介護の提供体制の構築の推進

や、多職種連携の体制の構築など、医療と介護の

連携を推進します。

第７章　保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携

2 （追加） （記載なし）

【牛島委員】

■ 第５章について、歯と口の健康は全

身の健康に大きく影響し、定期的な歯

科健診等による様々な疾病予防・重症

化予防など、医療費適正化に貢献でき

るのではないかと思っている。

■例えば、宮崎県の国保運営方針には

歯科健診の推進という項目がある。今

度の運営方針は６年間なので、同県と

同じように是非とも５章の項目に記載

いただくよう検討をお願いしたい。

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

■委員御指摘のとおり、歯と口の健康

づくりは、医療費適正化の観点から重

要と考える。

■国ガイドラインにおいて、関連計画

との整合をとることとされており、現

在策定中の第４期熊本県における医療

費の見通しに関する計画においても、

「歯と口腔の健康づくりの推進」の項

目がある。

■上記計画の内容が、対象年齢が限定

された検診の推進についてなどである

ため、そのまま追記はせず、くまもと

２１ヘルスプラン及び歯科保健医療計

画と整合する内容を追記。

10　歯と口腔の健康づくりの推進

　前記１から９までに加え、県は歯と口腔の健康

づくりを推進するため、かかりつけ歯科医による

定期的な歯科健診や歯石除去、歯科保健指導等を

受ける必要性について、「歯と口の健康週間」及

び「いい歯の日」イベント等のあらゆる機会を通

じて普及啓発を行います。

（参考）宮崎県国保運営方針（現行）の記載

　歯・口腔の健康づくりは健康の保持増進に重要な役割を果

たしていることから、本県でも8020運動が推進されていま

す。健康増進法に基づく健康増進事業の一環としての歯周疾

患検診のほか、定期的な歯科健診受診のきっかけとなるよ

う、歯科健診及び歯科保健指導の積極的な実施を促します。

第５章　国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に必要な医療費の適正化の取組

第１回協議会以降の修正内容整理表

第１章　国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

1

１　医療費の

動向と将来の

見通し

(4) 将来の見通し

　今後、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移

行や社会保険の更なる適用拡大の影響により、特

に令和7年（2025年）頃までは被保険者数が減少す

る見込みです。また、その後も少子高齢化等の影

響で、被保険者総数が減少していくことが想定さ

れます。

　国保における医療費については、一人当たり医

療費が増加する一方、医療費総額としては、上記

のとおり被保険者総数が減少していくことによ

り、やや減少傾向で推移する見込みです。

【冨田委員】

■将来の見通しについて、「医療費は

やや減少傾向で推移する」という書き

方になっており、「医療費が減る」と

いうことで楽観視してしまうのではな

いかという印象がある。

■一人当たり医療費が増えるというこ

とであれば、一人当たり保険料が増え

るということになると思うので、財政

的に厳しくなることが読み取れる書き

方にした方がよいのではないか。

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

■委員御指摘のとおり、一人当たり医

療費が増えることで、財政収支のバラ

ンスを取るためには、保険料を上げざ

るを得ない状況になることが想定され

るため、そのことが読み取れる内容に

修正した。

(4) 将来の見通し

　今後、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移

行や社会保険の更なる適用拡大の影響により、特

に令和7年（2025年）頃までは被保険者数が減少す

る見込みです。また、その後も少子高齢化等の影

響で、被保険者総数が減少していくことが想定さ

れます。

　国保における医療費総額は、上記のとおり被保

険者総数が減少していくことにより、やや減少傾

向で推移する見込みです。

　しかし、一人当たり医療費は増加する見込みで

あり、県内国保事業における財政収支の安定を保

つため、より一層の取組が必要となります。

【図６　被保険者数・医療費の実績及び見通し】
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